
【件名】新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際対策措置について 

 

【ポイント】 

〇３月１９日以降、日本に入国する全ての人（日本人を含む）について、出国前７２時

間以内（本文参照）の検査証明書を所持していない場合、日本への入国が認められない

こととなりました。 

○また、この検査証明書のフォーマットが改定されるとともに、要件の一部が緩和され

ました。詳細は下記本文をご覧ください。 

 

【本文】 

１ ５日に決定された新型コロナウイルス感染症に関する新たな水際措置に関連して、

新たに、出国前７２時間以内の検査証明書を所持しない人は、検疫法に基づき、日本へ

の上陸が認められないこととなりました。この措置は、３月１９日以降、日本に入国す

る全ての人（日本人を含む）に適用されますので、日本への渡航に際しては、出国前７

２時間以内（搭乗便出発予定時刻の７２時間以内）に検体採取を受け、検査証明書を取

得して下さい。なお、検査証明書を所持していない場合は、出発国において航空機への

搭乗が拒否されることになりますのでご注意ください。 

  

（厚生労働省サイト） 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html 

  

２ 厚生労働省では検査証明書のフォーマットを改定するとともに要件の一部を以下

のとおり緩和しました。改定されたフォーマットの見本については上述の厚生労働省の

サイトをご参照ください。 

（１）対象となる検査方法が以下のとおり追加されました。 

real time RT-PCR法、LAMP法、抗原定量検査（CLEIA）に加えて、新たに TMA法、TRC

法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法が追加されました。 

（２）検査証明書へ記載すべきとされている医療機関の印影及び検査証明書の所定フォ

ーマットで求められている医師の署名（Signature by doctor）について、米国におい

ては、医療機関、検査機関、薬局、ドラッグストア及びドライブスルーといった検査証

明の発行が認められている機関（以下、医療機関等と略記）において、医師、検査技師、

看護師、薬剤師、医療技術者、医療補助者及び検査機関といった検査証明を行うことが

可能な者（以下、医師等と略記）により作成された検査証明については、医療機関等の

レター・ヘッド及び医師等の氏名の印字があれば、印影や署名がなくても有効な証明と

して取り扱うことが可能となりました。これにより、当地医療機関等で発行される検査

証明書を日本入国の際の検査証明書として使用することが可能となりました。但し、こ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html


の場合は（厚生労働省が指定する検査証明書のフォーマットとは異なる）任意の書式と

なるため、下記（ア）から（エ）の全項目が英語で記載されている必要がありますので

ご留意ください。必要情報が欠けている場合には、上陸拒否の対象となるか、検疫所が

確保する宿泊施設等で待機していただくことがありますのでご注意ください。 

（ア）氏名、パスポート番号、国籍、生年月日、性別 

（注：医療機関等が発行する検査証明書に「パスポート番号、国籍、生年月日、性別」

の記載が無い場合には、検査証明書の余白に当該医療機関等又は検査証明の対象となっ

ているご本人が手書きでこの情報を記載することも可能です。） 

（イ） 検査法、採取検体（厚生労働省指定の検査証明書のフォーマットに記載されて

いる検査法、採取検体に限る） 

（ウ）結果、検体採取日時、検査結果判明日、検査証明書交付年月日 

（エ）医療機関等の名称、住所、医師等の氏名（印字または署名）、医療機関等の印影 

（注：医療機関等の印影及び医師の署名について、米国においては、医療機関等におい

て、医師等により作成された検査証明で、医療機関等のレター・ヘッド及び医師等の氏

名の印字があれば不要です。） 

（３）改定後の検査証明のフォーマット 

改定後の検査証明のフォーマットは以下の外務省ホームページに掲載される予定です。

なお、１２日現在、改定前のフォーマットが掲載されていますので申し添えます。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html 

 

当館連絡先  

Tel: (312) 280-0400（24 時間対応）（注）  

Fax: (312) 280-9568 Email: ryoji1@cg.mofa.go.jp  

（注）コロナウイルス感染症予防のため、現在業務体制を縮小しております。平日午前

９時１５分から午後５時までは音声案内に従って操作しますと担当部門につながりま

す。土曜・日曜・祝祭日、平日午後５時以降、翌日午前９時１５分まで（事件、事故、

その他緊急の用件）は、音声に従って操作しますと、閉館時の緊急電話受付につながり

ます。  

 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page25_001994.html

